
一般社団法人

民泊民宿協会

民泊事業のイメージアップ、健全化、普及拡大に貢
献する。1

2 ホスト、ゲスト、近隣住民、事業者のみなさまが安
心できる補償サービスを軸に、民泊環境つくりに貢
献する。

協 会 理 念

●会員種別●
【一般会員】
①住宅宿泊事業法における住宅宿泊事業者
②国家戦略特区域法に規定する国家戦略特区域外国人滞在施設経営事業を行う者
③旅館業法に規定する簡易宿泊所の営業者

【特別賛助会員】
賛助会員のうち、緊急サポートサービスを利用する住宅宿泊管理業者ならびに住宅宿泊管
理登録申請見込行者

    １㎡～  50 ㎡　　　　　￥24,900-
  51 ㎡～100㎡　　　　　￥32,900-
100 ㎡以上　　　　　 　　￥40,000-
簡易宿泊所事業者　　　　  別途お見積り

会費　年間

￥388,800-　　（月額　￥32,400-）会費　年間

【一般賛助会員】
賛助会員のうち、特別賛助会員を除く法人及び、個人事業主で、弊協会と一般会員の入会
を取り次ぐ者

￥32,400-　　

【準賛助会員】
住宅宿泊運用代行業者で住宅宿泊管理業登録をしない事業者

￥648,000-　　（月額　￥54,000-）
※但し、50物件を超えた場合、１物件当たり追加会費
　年間　￥12,960-　（月額　￥1,080-）
　　

会費　年間

●補償される金額および免責額●

一 般 会 員

会費　年間

施設管理者賠償 不動産損壊補償 不動産修理費用 旅館宿泊者賠責

対人・対物共通
限度額１億円
免責なし　

１事故
限度額3000万円

免責なし

１事故
限度額3000万円
免責なし　

対人・対物共通
限度額１億円
免責なし　

法人名 一般社団法人　民泊民宿協会

目　的

当協会は、民泊民宿事業を営む事業者の利益を図りつつ、民泊民宿事業の安全性、利便性及び衛生環境の向上に
寄与することより、日本の観光事業の促進並びに安心全なまちづくりの実現を図る事を目的とします。
当協会は、この目的に資するための次の事業を行います。

1.　民泊民宿物件、事業者に対する損害賠償補償サービスの提供及び、斡施
2.　民泊民宿物件運営事業者間のマッチングサービスの提供
3.　民泊民宿事業に関する申請業務の代行サービスの提供及び、斡施
4.　民泊民宿物件のトラブルサポートサービスの提供及び、斡施
5.　民泊民宿物件の清掃代行サービスの提供及び、斡施
6.　民泊民宿事業者に対するセミナー開催、コンサルティングサービスの提供及び、斡施

所在地 東京都品川区戸塚3-4-18　ゴールドステージビル8F
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● 補償引受の仕組み ●

民泊運営のリスクとトラブルを　ワンストップで解消します！
リスク
対　策
リスク
対　策

トラブル
対　応
トラブル
対　応

民泊物件専門補償サービス 民泊物件専門緊急トラブル対応サポートサービス
民泊運営上のリスク対策は運営者の義務です！

ゲスト様ホスト様

加害者 被害者
室内の不備によってゲストが怪我をした等

→

ゲスト様 ホスト様

加害者 被害者
ゲストが室内の家具や電化製品を壊した等

→

ゲスト様ホスト様

加害者 被害者

騒音により近隣住民の健康を害した等・外部設備の老朽等で、通行者が怪我をした等

→＋
第三者様

✓

✓

✓

全国30分以内の駆けつけ体制✓
24時間　365日　対応コールセンター設置！✓
ゴミトラブル 騒音トラブル 健康トラブル 言語トラブル 水回り・ガラストラブル

● 補償内容 ● ● サービスの流れ ●

● 料金について ●

● サポートの流れ ●

物 件駆けつけ部隊業務委託
契約

30分以内に
駆付け

住宅宿泊事業法・国家戦略特区民泊・旅館業法民泊法すべての民泊施設にお
いて、近隣住民やゲストのトラブルに 24 時間、365 日現地に駆けつけて
トラブルの解決が必要です！
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